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幽霊の正体見たり枯れ尾花
 岡山県医師会理事　中　島　豊　爾

　昨年６月に成立した「医療事故調査制度」は、今年の10月１日から施行される
ことになっている。しかし、清水副会長が何度も触れているように、この法律を
施行するためのガイドライン策定の議論が紛糾している。紛糾の最大の論点は、
事故調査の内容が患者の遺族に報告された場合の不安や危惧の念が、医療者側で
払拭されていないためと思われる。
　しかし、医療者側が安心できるガイドラインは、遺族にとって信頼できるもの
とはならない。本来この制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の
再発防止に寄与することである。この観点からも、医療機関、遺族の両者にとっ
て信頼できる制度であることが必要である。
　信頼に足る制度として運用されるためには、この制度が透明性、中立・公正性、
専門性の観点から妥当なものでなければならない。透明性について言えば、医療
者の視点と社会的視点（多くは遺族の視点に近い）が対立することになる。また、
中立・公正性については、医療者の主観的視点に対する客観性の視点との間に対
立軸が生まれる。さらに、専門性については、通常一般的に行われている医療レ
ベルの視点と高度専門医療の視点が対立することになる。こうして見ると、透明
性、中立性、専門性という３つの軸からなる３次元の立体的構造を想定しておか
なければなるまい。
　医療者の側から言えば、医療機関にとって都合のよい言い訳が可能となる仕組
み上の抜け道が欲しいところであるが、このような主張はもはや社会からも遺族
からも受け入れられることはなかろう。しかしながら、今もこの点でガイドライ
ン策定の紛糾が続いているのである。
　言い忘れていたが、事故が発生した場合、医療機関がまず院内調査を行い、そ
の結果を遺族と第三者機関に報告することになる。これとは別に、遺族からの調
査依頼が第三者機関に対して行われた場合は、必要な調査が実施され、第三者機
関から別の調査結果が遺族および医療機関に対して報告されるのである。後者の
場合には、医療機関にとって都合が悪い調査結果も、遺族に開示されることになっ
てしまう。
　この制度はあくまで事故の再発防止を目的としているのであるが、遺族にも調
査内容が報告されることによって、その後に起きるかもしれない医療訴訟におい
て、非常な不利が生ずるのではないか、と医療機関の側は危惧しているのである。
つまり、現在のガイドライン策定の紛糾の事態は、医療事故の再発防止をめぐっ
てというよりも、医療訴訟をめぐる紛糾と言っても過言ではない。
　私から見ると、現在の中央での紛糾のあり様は、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」
である。医療訴訟自体が、原告となる人たち（遺族）の専門性や客観性、また社
会的視点の強さに依存しているのであるから、事前に予測しようというのが間違
いであろう。我々医療者は、あくまで高い専門性を追求し、透明性と中立性を求
め続ける以外にはあるまい。
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他県医師会報からの転載

　サードハンドスモークとはタバコを消
した後の残留物から有害物質を吸入する
ことを指し、三次喫煙や残留受動喫煙と
も言います。喫煙室に入った時、喫煙者
はいないのに「タバコくさい」と思うあ
の臭いや、服や髪についたタバコの臭い
で、有害物質の暴露を被ってしまうこと
です。
　サードハンドスモークについては、５
年前の2009年にこの禁煙コーナーで初め
て取り上げて書かせていただきました。
その後さまざまな研究がなされ、最近で
はこのサードハンドスモークのヒトに対
する悪影響は予想以上に大きいことがわ
かってきました。
　車や部屋の内部に残留するタバコのニ
コチンが、大気中の亜硝酸と反応して発
がん物質であるニトロソアミンがつくら
れることが示されています１）。
　またカリフォルニア大学リバーサイド
校を中心とした研究グループによると、
タバコの煙にさらされたコットンのクロ
スから、赤ちゃんや成人がどれくらいの
影響をうけるか推定したところ、受動喫
煙に比べサードハンドスモークでうける
ニコチンは、赤ちゃんや子供で6.8倍以
上、成人で24倍以上となり、さらにニト
ロソアミンについては、赤ちゃんや子供
で16倍以上、成人で56倍以上とのことで
す２）。受動喫煙が体に悪いというのは
すでによく知られていますが、サードハ

ンドスモークについて、わずかなタバコ
の残留物質でも長時間暴露をうけること
により、受動喫煙以上の悪影響があるよ
うです。
　喫煙している保護者に対し、子供のそ
ばや寝具を置いているところでは絶対に
喫煙しないように啓発していく必要があ
ります。タバコの煙が引き起こす健康被
害から子供たちを守るために、喫煙して
いる保護者はどうしなければならないの
か。サードハンドスモークを防ぐために
は、屋外で喫煙し服を着かえてから子供
に接するということが必要になります。
さらに言えば、髪についた有害物質はど
うするか、呼気中の物質はどうするか、
そうなるとシャワーもあびなければなら
ないし、呼気中の物質が減るまでしばら
く時間を待たなければならなくなりま
す。そういう手間を考えると、禁煙が一
番よいということは明らかです。
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